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１．事故の概要（就業中）（重篤事故） 

直径約 30 ㎝弱のまきの木をチェンソーで伐採していたところ、木が縦に裂けて倒れ本人の

体に当たり脊髄 2カ所、頸椎を骨折した。 

 

２．事故の原因 

倒す側にくさび型の切り込み（受け口）を入れず、直接切ってしまったため、裂けてしまっ

た。他の人とは作業を行わず、単独で作業をしていた。 

 

３．事故後のセンターの対応及び再発防止策 

センター】 

【事故後の対応】安全・適正就業委員会、部会、理事会、総会にて報告。 

【再発防止策】「事故速報」を軽作業に関わる作業班すべてに配布し、事故状況・注意事項等

の啓発。 

 会員全員へ毎月発行の「センターだより」にて報告、作業注意事項等を啓発。 

【連合本部】 

【再発防止策及びセンターへの指導】 

 当該センターから事故発生報告を受け、速やかに事故の原因究明と作業前のミーティング、

現場点検を実施、危険箇所のチェック等を徹底するよう指導した。また、安全・適正就業大

会において事故事例の報告を行うとともに、全センターに安全パトロールを実施し安全就業

の注意喚起を行う。 
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剪定作業では必ず保護帽

（ヘルメット）をかぶってくだ

さいね。約束は絶対守って

ね 

今月の事故 
 

４．全シ協から 

今月の事故は、繰り返される伐木作業においてチェンソーを使用して起きた事故です。 

伐木作業での、チェンソーの使用は、大きな事故につながるおそれがある就業と認識して

おり、受注するのであれば以下の事項を遵守してください。 

① 現場を確認の上、樹高、樹太など周辺の環境等を確認して受注及び事務局による現場

確認 

② 就業する会員全員が特別教育を受講 

③ 契約書で作業内容を明確にし、契約以外の就業を禁止 

④ 複数人での作業 

⑤ 作業手順及び注意事項の作成 

⑥ 保護帽・下肢の切創防止用保護衣、防振手袋の着用 

⑦ 半径 2ｍ以内には、誰も入らない、また、何もないように整理・整頓 

⑧ 脚立や足場板を使用しての樹上での作業禁止など 

以上の安全が確保できない場合には、請け負うことはお控えください。 

 

 

 

安全はすべてに優先する 



 

 

 

 

㊟ 今月のチェンソー使用による１ヶ月～６ヶ月未満の入院の事故 

㊟１発注者の敷地内の立木をチェンソーで、高さ 3.5ｍ立木の地上 1.5ｍ位置で切断していた

ところ、切り終わった瞬間に、伐採木が隣のキュウイフルーツの絡まった枝に引っ掛かり、そ

の弾みで伐採木が本人に向かって飛び、逃げ切れずに左足下腿部を直撃、骨折したもの。 

㊟２庭木の剪定作業において、高さ 5ｍの位置に 2 連梯子を架梯し、その最上部で左手に切

る枝を下から持ち、右手にトップハンドルチェンソーを持って切断している際、右手に持った

チェンソーの重みに耐えられず刃先が下がったため、左手首の内側を刃で切創したもの。 

 

 
２月は、２件の重篤事故の報告がありました。 

 ２月までの累計で比較してみると、令和４年度の２４件と比して令和５年度は３０件と６件の

増加となっています。 

また、就業中・就業途上別にみると、就業中では令和４年度の１７件と比較して３件の増加と

なっており、就業途上については、令和４年度の７件と比較して３件の増加となっています。 

２月報告分までの累計 

(  )は、当月分報告分 

 ２月報告分内容 

 
２ 
 

令和 6 年２月（令和５年度）事故速報 

（１） 重 篤 事 故 

令

和

５

年

度

累

計 

就業中・ 

就業途上 

件数 

内         訳 令和４年度同月累計 

事故の程度 性別 

 計 

事故の程度 性別 

死亡 入院 男性 女性 
死
亡 

入
院 

男
性 

女
性 

就業中 20(2) 14(1)  6(1) 18(2) 1(0) 就業中 17 13 4 14 3 

就業途上 10(0) 6(0) 4(0) 5(0) 6(0) 就業途上 7 3 4 5 2 

計 30(2) 20(1) 10(1) 23(2) 7(0) 計 24 16 8 19 5 

№ 

性 

別  

等 

仕事内容

等 

 

事故の状況 

安 

全 

帽 

安 

全 

帯 

交通 

手段 

29 

男

73 

歳 

就業中 

（入院） 

直径 30㎝弱のまきの木をチェンソーで伐採してい

たところ、木が縦にさけて倒れ体に当たり脊髄 2

カ所、頸椎を骨折した。 

〇 ― ― 

今一度、各センターにおいて、会員の皆さんが安全、安心して就業できる環境（作業基

準の見直しなど）を安全委員会などでご検討ください。※安全就業の手引 第六訂版 Ｐ

１５２～１５８をご参考にしてください。 

 



 
２月は、就業中の事故 22件、就業途上の事故 9件と、合計 31件であり、昨年度同月 16件と

比して 15件の増加となっています。また、男女別では、男性は 20件で 9件の増加、女性は 11
件で 6件の増加となっています。 
２月までの累計で比較してみると、昨年度の 216件と比して、本年度は 266件と 50件の増加

となっています。就業中・就業途上別にみると、就業中は 202件で 37件の増加となっており、
就業途上は 64件で 13件の増加となっています。男女別では、男性は 50件の増加となっており、
女性は 74件同数となっています。 

令和５年度２月分  

 ( )は令和４年度同月の発生件数 

「シルバー人材センター団体傷害保険に係る事故件数等報告書」については、事故の有無にかかわ

らず毎月８日までに必ず提出願います（平成 30年４月 24日付 事務局長通達により通知済）。（※

安全就業の手引（第六改訂）Ｐ１０９～Ｐ１２９掲載） 

※ シルバー団体傷害保険の支払いが確定した事故については、速やかに「シルバー団体傷害保険に係

る事故件数等報告書」により報告し、報告漏れがないようお願いします。 
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№ 

性 

別  

等 

仕事内容

等 

 

事故の状況 

安 

全 

帽 

安 

全 

帯 

交通 

手段 

30 

男

80

歳 

就業中 

（死亡） 

花壇周りのゴミを回収するため車道側でしゃがん

でいたところ手前に駐車していた配送車の運転手

が気付かず前身して会員と接触し、骨盤骨折による

出血のため輸血をおこなったが死亡した。 

￣ ￣ ― 

（２）１ヶ月～６ヶ月未満の入院及び後遺障害の事故 

  

仕事の内容 
事故数（件） 男性（件） 女性（件） 

平均年齢
（歳） 

2月 累計 2月 累計 2月 累計 2月 累計 

就    

業

中 

植木・樹木の剪定等 7(7) 80(60) 7(7) 79(60) 0(0) 1(0) 72 75 

除草作業 2(2) 32(28) 2(2) 29(25) 0(0) 3(3) 77 77 

屋内・屋外清掃作業 4(4) 37(40)  1(0) 13(12) 3(4) 24(28) 78 76 

その他 9(2) 53(37)  5(1) 40(26) 4(1) 13(11) 76 76 

計 22(15) 202(165) 15(10)  161(123) 7(5) 41(42) 75 76 

就業 

途上 

交

通 

手

段 

徒歩 2(0) 19(17) 1(0)  9(2) 1(0) 10(15) 76 79 

自転車 6(1) 36(26) 3(1) 19(14) 3(0) 17(12) 77 78 

バイク 0(0) 6(5) 0(0)  1(2) 0(0) 5(3) ― 81 

自動車 1(0) 3(3) 1(0)  2(1) 0(0) 1(2) 82 81 

計 9(1) 64(51) 5(1) 31(19) 4(0) 33(32) 77 78 

合 計 31(16) 266(216) 20(11) 192(142) 11(5) 74(74) 76 76 



12月は仕事の型別では、「その他の運搬・清掃・包装等の職業」7件、「清掃の業務」「商品販

売の職業」3件、「教育の職業」「その他のサービスの職業」「製品製造・加工処理の職業」１件

で合計 16件でした。前年同月の 14件と比べ 2件の増加となっています。 

12月までの累計で比較してみると、昨年度の 92件と比して、本年度は 101件と 9件の増加と

なっています。なお、12月に死亡事故はありませんでした。 
令和５年度（１２月分） 

中分類

コード 12月 累計

その他の技術者 11 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) － 73

その他の保険医療の職業 15 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) － －

社会福祉の専門的職業 16 0 (0) 3 (3) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 2 (3) － 65

教育の職業 19 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 (0) 1 (1) 1 (1) 65 65

その他の専門的職業 24 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) － －

一般事務の職業 25 0 (0) 0 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (2) － －

出荷・受付係事務員 27 0 (0) 3 (1) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (0) － 73

営業・販売関連事務の職業 28 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 1 (0) － 67

商品販売の職業 32 3 (0) 5 (2) 0 (0) 0 (2) 3 (0) 5 (0) 75 76

販売類似の職業 33 0 (0) 2 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) － 79

営業の職業 34 0 (0) 0 (1) 0 0 0 (0) 0 (0) 0 (1) － －

家庭生活支援サービスの職業 35 0 (1) 5 (5) 0 (0) 1 (0) 0 (1) 4 (5) － 69

飲食物調理の職業 39 0 (0) 3 (2) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 3 (2) － 75

施設・ビル等の管理の職業 41 0 (0) 2 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) － 71

その他のサービスの職業 42 1 (1) 4 (5) 0 (1) 2 (1) 1 (0) 2 (4) 74 75

農業の職業 46 0 (0) 4 (2) 0 (0) 4 (2) 0 (0) 0 (0) － 75

林業の職業 47 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (1) － －

生産設備制御・監視の職業

（金属材料製造）
49 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) － －

生産設備制御・監視の職業

（金属材料製造を除く） 50 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) － －

生産設備制御・監視の職業

（機械組立）
51 0 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 (0) － －

金属材料製造、金属加工、金属

溶接・溶断の職業
52 0 (0) 2 (0) 0 (0) 2 (0) 0 (0) 0 (0) － 77

製品製造・加工処理の職業 54 1 (1) 4 (3) 1 (1) 1 (1) 0 (0) 3 (2) 74 71

機械組立の職業 57 0 (0) 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 (0) 0 (0) － 71

機械整備・修理の職業 60 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) － 75

生産関連・生産類似の職業 64 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (0) － －

自動車運転の職業 66 0 (0) 3 (0) 0 (0) 3 (0) 0 (0) 0 (0) － 70

採掘の職業 74 0 (0) 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 (0) 0 (0) － 79

運搬の職業 75 0 (0) 3 (2) 0 (0) 3 (1) 0 (0) 0 (1) － 72

清掃の業務 76 3 (3) 9 (15) 0 (2) 3 (9) 3 (1) 6 (6) 76 76

包装の職業 77 0 (0) 0 (4) 0 (0) 0 (1) 0 (0) 0 (3) － －

その他の運搬・清掃・包装等の職

業
78 7 (7) 43 (38) 4 (6) 30 (25) 3 (1) 13 (13) 72 72

計 － 16 (14) 101 (92) 5 (10) 60 (47) 11 (4) 41 (45) 73 72

平均年齢（歳）

12月 累計 12月 累計 12月 累計

女性（件）
仕事の型（中分類）

事故数（件） 男性（件）

　

業

務

災

害

 

（  ）は令和４年度同月の発生件数 

令和２年４月以降に発生した「派遣労働会員の業務災害（休業日数４日以上又は死亡）」、「派遣労働会員の

通勤災害（休業日数４日以上又は死亡）」については、「全シ協会員専用ページ」の「シルバー派遣事業における労

働災害報告」により、各月翌月最終稼働日までにご入力ください。また、労働災害（業務・通勤ともに）が発生しなか

った場合も「労働災害未発生報告」を選択のうえ、各項目をご入力ください。 

（令和２年４月２２日付 ２全シ協発第 12号により通知済） 
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（３） シルバー派遣事業における労働災害報告の事故（休業１ヶ月以上） 



適度な運動（筋トレやストレッチ） 入浴（湯船につかる）

自転車

熱中症は夏だけではなく、体が気温の上昇に慣れていない
春にも発生します。日ごとの気温差、朝夕と日中、1日の
気温差が大きい時期は注意が必要です。

春なのに熱中症？
暑さに慣れていない今から熱中症対策を！

令和6年3月（通算第135号）

発行：
公益財団法人東京しごと財団
（東京都シルバー人材センター連合）

「熱中症特別警戒アラート」4月24日から運用開始

今年の4月から「熱中症特別警戒アラート」の運用が開始されます。これまでの熱
中症警戒アラートの上位に位置づけられるもので、原則、暑さ指数※（WBGT）が
35に達する場合に発表される予定です。今後、発生の可能性がある健康被害を生じ
る極端な高温に備え、国や地方公共団体での対策の検討が進められています。

注意 警戒 厳重警戒 危険 警戒アラート 特別警戒アラート

21-25 25-28 28-31 31以上 33以上 暑さ指数35以上

積極的に
水分補給

積極的に
休息

激しい運
動は中止

運動は原
則中止

熱中症搬送者が
大量に発生する
タイミング

過去に例のない危険な
暑さ・重大な健康被害
が生じる恐れ

NEW

※暑さ指数（WBGT）とは：人間の熱バランスに影響の大きい気温 湿度 輻射熱を用いた温度の指標の1つ
です。熱中症の危険度を判断する数値として使用されています。

寒暖差の大きい春先から「暑熱順化」をはじめよう

暑熱順化とは体が暑さに慣れることです。暑熱順化により、早く汗が出るようにな
り、体温の上昇を食い止められるようになります。日頃から無理のない範囲で汗を
かく習慣を身に着け、暑さに体を慣らしていきましょう。

暑さに慣れる ▶ 早く汗が出る ▶ 体温上昇STOP

歩く・走る

歩く目安
30分

走る目安
15分

頻度目安
週5回

暑熱順化トレーニング

自転車

運動目安
30分

頻度目安
週3回

運動目安
30分

頻度目安
週5回～毎日

頻度目安
2日に1回

参考：厚生労働省 熱中症ガイドより。目安は健康な成人向けであり、年齢や体力に応じ適宜調整してください。


